
第１条

第２条

　２

第３条

     (1)

     (2)

     (3)

     (4)

第４条

本人の子の出産

本人の子の結婚

本人の配偶者の死亡

慶弔 本人の父母又は子の死亡

本人の兄弟姉妹の死亡

本人の祖父母､伯父母､叔父母､甥､姪又は孫の死亡

法事 本人の父母､配偶者又は子

インフルエンザ 発症した後5日を経過し､かつ､解熱した後2日を経過するまで

疾病等 風疹 発疹が消失するまで

おたふくかぜ 腫脹が発現した後5日を経過し､かつ全身が良好になるまで

その他の疾病 学校保健安全法施行規則第18条､19条に準ずる

その他 自然災害等により公共交通機関が不通となった場合（復旧するまで）

　２ 前項に定めるもののほか校長が必要と認める場合には欠席・欠課を認める。

弔事

訓練生において、次に掲げる事項に該当したときは本人の願出によって欠席・欠課を

事　　　　　　　由

慶事

本人の結婚　　

認める。ただし、この欠席・欠課により受講していない訓練時間は第９条（修了の認定）

及び第１０条（進級の認定）に規定する受講した時間には含まれない。

（欠席・欠課）

本校における訓練科ごとの教科目、訓練時間及び訓練時限等は別に定めるとおりとす

　　る。

規則第２条第２項に規定する臨時に設置する訓練科については、その都度定める。

（入校資格）

本校に入校できる者は規則第５条に定める者で、次の各号に該当しなければならない。

職業訓練を受けることに熱意を有する者であること。

訓練修了後、その習得した技能に関連する職業に就くことを希望する者であること。

受けようとする訓練職種について相当の職業適正を有する者であること。

美容科、自動車工学科、住環境・土木科、ものづくり機械加工科、Ｗｅｂデザイン科

に入校する者は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める高等学校卒業以上

の者又は、高等学校を卒業したと同等以上の学力があると認められる者であること。

（教 科 等）

島根県立東部高等技術校校則

（趣　　旨）

この校則は、島根県立高等技術校規則（昭和４５年島根県規則第３号）（以下「規則

　　 」という。）第１８条の規定に基づき、島根県立東部高等技術校（以下「本校」という。）

　　の運営について必要な事項を定めるものとする。

５



第５条

第６条

     (1)

     (2)

     (3)

     (4)

　２

　３

第７条

第８条

     (1)

     (2)

     (3)

     (4)

     (5)

     (6)

     (7)

     (8)

     (9)

第９条

     (1)

こと。

当該訓練科が予め定めた訓練時間の学科及び実技のそれぞれ８０％以上受講している

　　ついて、規律保持のため訓戒を行い謹慎を命ずることができる。

職員の権威を著しく傷つける行為のある者

訓練生としての品位を損なう行為のある者

その他関係法令、諸規定に違反する行為等校長が必要と認める者

規則第９条の修了の認定は次の各号を満たす者に対して行う。

万引（窃盗）など刑法に触れる行為のある者

自動車・単車等による悪質な道路交通法違反をした者

訓練生間で暴力・脅迫又は、宗教・思想など強要した者

故意による器物破損等、反社会的な行為のある者

（修了の認定）

校敷地内においての飲酒及び喫煙をした者

無断遅刻等授業放棄と思われる行為のある者

（訓練生の責務）

（行為等の制限）

ポスター、ビラ等を掲示し又は配布すること

金品を集めること

訓練を受ける場所を除き本校の施設及び設備を使用するとき

校長は、規則第８条の規定に基づく懲戒処分のほか、次の各号の一に該当する行為に

（規　　律）

訓練生は自動車・単車及び自転車で通校しようとするときは、事前に届出を校長に提

訓練生は、所期の目的を達成するため自ら積極的に訓練に励むとともに関係諸規程を

集会を開催すること

　　遵守しなければならない。

　　時は、事前に校長の許可を受けなければならない。

訓練生は、校内及びこれに準ずる場所において次の各号に掲げる行為をしようとする

訓練生は、技能者としての誇りと職業意識をもち、更に本校の訓練生としての自覚のも

　　とに行動し、別に定める訓練生心得を遵守しなければならない。

出し、その承認を得なければならない。なお届出については、必要に応じて条件を付

することがある。　

（懲　　戒）

前１項及び２項に定めるもの以外においても、必要に応じて校長の許可を受けなければ

ならない。

 ６



     (2)

     (3)

　２

第１０条

     (1)

％以上を受講していること。

     (2)

　２

第１１条

第１２条

     (１) 寄宿舎の入寮又は退寮するとき                             指定する様式

　２

１．

２．

３．

４．

５．

（届出願出）

平成３１年４月１日一部改正

本条に定めるもののほか、訓練生心得によるものについては別に定める。

訓練生は、県規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる場合においては別に定める

届出（願出）を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

令和５年４月１日一部改正

この校則は、平成２３年４月１日から施行する。

２年課程の訓練科における進級の認定は次の各号を満たす者に対して行う。

附　　則

令和６年４月１日一部改正

修了認定試験の学科及び実技のそれぞれの得点が６０点以上であること。ただし、介

護サービス科は、年２回行う総合評価のそれぞれが６０点以上であること。

養成施設の指定を受けた訓練科にあっては、基準の訓練時間を満たす者であること。

前項各号を満たさない者については、当該年度において補講又は追認試験、またその

両方を実施し、修了を追認することができる。実施方法については別に定める。

（進級の認定）

当該訓練科が１年次の訓練として予め定めた訓練時間の学科及び実技のそれぞれ８０

前項各号を満たさない者については、当該年度において補講又は追認試験、またその

両方を実施し、進級を追認することができる。実施方法については別に定める。

１年次の進級認定試験の学科及び実技のそれぞれの得点が６０点以上であること。

令和３年４月１日一部改正

校長は訓練生の成績等について、本人又は保護者に通知するものとする。

（成績の通知）

 ７


